
近年在宅医療の拡充に伴い、医療系廃棄物の排出量も増加の傾
向にあります。また、新型コロナウイルス感染拡大防止対策により、
病院や薬局へ行かなくても薬剤の提供が可能な場合もあります。
在宅医療廃棄物を適切に処分することで、回収・処分の際の事故

防止にご協力いただきますようお願いします。

処方された医療機関か医療系廃棄物を回収
している薬局へ必ず処分を依頼してください

注射器・注射針

【 例 】
・インスリン注射器・注射針
・翼状針
・エピペン（アドレナリン自己注射薬）

針付き検査器具等

【 例 】
・血糖値測定用針
・針付きのチューブ類

(輸液ライン)

・針刺し事故等の医療事故等を防止するため、絶対に
一般の家庭ごみには出さないでください。

・使用・未使用を問わず、針付き医療器具(針が収納できる
タイプも含む)を指定ごみ袋で出すことは厳禁です。



透明または半透明の袋に入れ、口を堅く縛った後、
そのまま(二重袋状にして)指定ごみ袋に入れて出してください

・汚れがひどい場合は洗って出してください。
（汚物はトイレに流して）

・該当するごみを出すときは、２重袋で出してください。
・きれいなもので、リサイクルマークのついているものは
資源として出すこともできます。

プラスチック製品・紙製品

【 例 】
・針のついていないチューブ類
・腹膜透析パック
・プラスチック製点滴パック・ボトル
・ストーマ袋、導尿パック
・手袋、マスク等

ガラス製品・金属製品

【例】
・ガラス製ボトル類
・気管支拡張剤の金属製タンク
・経腸栄養剤の容器

・ガス封入式（加圧式）のものは、使い切ってから資源の
危険ごみのコンテナに入れてください。

・きれいなもので、リサイクルマークのついているものは
資源として出すこともできます。

ラベル、キャップ等は除いてください。
必ず使い切ってから、指定ごみ袋に入れて出してください


